
 

 

 

【働くものと県民のための静岡県労働研究所】 

 

10 月20 日（木）   
会場：静岡県評会議室 

 

 

第 114 回定例研究会      だれでも参加できます      

  

全 国 各 地 の最 低 生 計 費  
報告：中澤 秀一 氏（静岡県立短期大学准教授） 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

※連絡先：〒422-8062  静岡市駿河区稲川 2-2-1 セキスイハイムビルディング７Ｆ（静岡県評内） 
      静岡県労働研究所  TEL 054-287-1293 FAX 054-286-7973 

メール roudouadv@wave.wbs.ne.jp  ホームページ http://www.geocities.jp/shizuokarouken/ 

これからの企画 

◆第 115 回定例研究会 

・日時…11月 17 日（木） 

    18：30～ 

・会場…静岡県評会議室 

「介護人材育成と外国人労働

者問題－中国との交流をとお

して」報告：磯野博氏 

 

◆第 116 回定例研究会 

・日時…12月 15 日（木） 

    18：30～ 

・会場…静岡県評会議室 

「韓国の給付型奨学金制度」 

報告：福島みのり氏 

 

18：30～ 

最低生計費調査は“5 度美味しい” 

 
現在、全国各地で最低生計費調査が行われています。静

岡をはじめ、愛知、新潟、北海道、東北 6県、広島、埼玉

等で取り組みが行われています。 

●最低生計費調査から見えることとして、以下の点があげ

られます。 

（１）最低賃金が低すぎること、最低生計費は全国どこで

も同じような水準にあることがわかる。 

（２）最低生計費における地域差として、家賃、自家用車、

暖房費があげられる。 

（３）若年単身者が自立することの困難さが見える。 

（４）世帯類型別の結果として、公共交通機関の貧弱さに

よる負担、教育費の大学生への仕送りよる圧迫が見える。 

●最低生計費調査がもたらす成果として、以下の点があげ

られます。 

（1）最低賃金の引き上げや全国一律の最低賃金制度をめ

ざす根拠となる。 

（２）春闘の賃金討議の素材となる。 

（３）公契約運動推進においての賃金設定の基礎となる。 

（４）人事院勧告の標準生計費に対する批判の根拠とな

る。 

（５）賃金と社会保障の関係を考えるてがかりになる。 

 


